


























別表 2 

同 乗 審 壺

成；． 項 目 埜準減点

1 工 ン／ ジ ン 工 ン ．ス 卜 5 

ふ か し す ぎぐ 2 
2 ア ク セ Jレ

む ら 2 

使 用 過 度 2 
つJ ク ラ ツ チ

ぁ ら い 2 

-・ ぉ ＜ り 4 

4 ノ‘ ン ド ノレ 内 が け 4 

そ の 他 2 

争ヽしンヽ プ レ／ キ 4 
5 プ レ キ

使 用 過 度 2 

速 い 4 
6 速 度

滑 ら か で な い 4 

ガ リ 音 2 
7 変 速 漁

使用 法 と 時期 2 

発 進 2 

8 衝 動 停 止 2 

変 速 時 2 

運 転 動 作 4 ， 操 作 順 序
停 止 位・ 置 2 

安 全 確 認 2 

10 運 転 感 覚 方 向 感 覚 2 

運 転 態 度 2 

※ 片手ハンドルは極端な場合を除いては減点対象としない。

※ 車輛の動 いている間のドアの開閉は 減`点対象としない。
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⑪ 1. 罐，脱 ，計測例

例 1 ゴー ル し車が静止 した時

1輪～ 3輪が コー ルエ リア 忙接していたり 脱をしていた場合。

1律 5 0点の減点

四輪脱は 失格

例 2 罐に車輪が接触した場合の計浪lの仕方
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第 3図 aの範囲内に車輪がある場合は全て備の減点と

接輪の減点が与えられる。
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例 3

ii 

III 

iiil 

車輪が罐に接触しないで制限線の上を通過 した場合の計測の仕方

そのまま通過し た場合

I 

a >1 
I 
I 
I 

切換えしをして通過した塩合

罐をまた がずに戻った場合

罐をまたいで戻った場合

・ 2 a§ 1 4 0点

1 < 2a ~2 6 0点

2 aに相当する脱輪減点と錨の減点が与

えられる 。

2 a<  1 6 0点

2 a vr:相当する脱輪減点と切換えしの数に

相当する脱輪減点と錮の減点が与え られ

る。

a+b< l 4 0点

a+b(IC相当する脱輪減点と切換えしの数

代相当する脱輪減点。

切換え しの数とは軌跡の谷の数

a+b<l 80点

a+bK相当す る脱輪減点と切換えしの

数匠相当する脱輪減点と罐の減点。

V 制限細の上で車輪が停止した場合は接幹減点 I0が与えられる。
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＿ 例 4 車輪が罐匠接触し ないで第 5図のよう匠通過した場合の計測の仕方

コ
ー

ス この場合は錮 の城点と a+

b Vi=相当 する脱輪滅点が与

えられる。

第 5図

VI 脱輪の計測 の仕方

第 5図のような状態の脱幹で，錐がない場合の計祖IIの仕方は，例 4に

おいて罐の減点がないだけ である。

例 1 車輪がコー ス面と並行して脱輪し た場合の言十測の仕方

A
 

aの距離に相当する脱輪減点

点が与えられる 。

第 6図
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例 2 車輪がコース面に並行しないで第 7図のような状態で脱輪した場合

の計測の仕方

A
 

コ
ー
ス

a+ b妬相当する脱輪減点を与える。

第 7図において aVC bが重なった場合

は 2a VC相当する脱輪減点を与える。

第 7図

ẁ 
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v 接輪して脱輪した場合

厳密に言えば脱輪の前代は必らず接輪を伴うが， 1メートル未満の接

輪の後脱輪した場合にはこの接輪を脱輪忙含む。脱輪後接輪する場合も

同様である。

A
 
.• 

コ
—
ス

第 8図

a, C 接輪部分

b 脱輪部分

例 1 a<lm, c<lmの場合

a+b+cの距離忙相当する脱輪減

点が与えられる。

例 2 a<lrri, n<c<n+lの場合

a+b+ (c-n) の距離匠相当す

る脱輪減点と nの距離妬相当する接

輪減点が与えられる。

例 3 n<a<n+l, c<lmの場合

例 2に準ずる。

例 4 n<a<n+ 1, m<c<m+ 1 

の場合

(a-n) +b+  (c-m) の距離

忙相当する脱輪減点と n, m V[相当

する接輪減点が与えられる。
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Vi 接輪の計測の仕方

第 8図の a又は C のように計る 。

VII 継続しての接輪あるいは脱輪は 1メートルを越すたびに新たな接脱輪

とみなす。

第 9図

0. 3メートルが新たな接輪とみなされ接輪数は合計 2となる。脱翰の

場合もこれに準ずる。

VIII ダプルクイヤは 1個の車輪とみなす。

昭和 39年 11月 制 定

昭和 40年 4 月 改 訂

昭和 41年 4 月 改 訂

昭和 42年 4 月 改 訂

昭和 43年 4 月 改 訂

昭和 45年 4 月 改 訂

昭和 49年 4 月 改 訂
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